
 
 

平成２７年６月 

四国地方整備局 建政部 

建設業法令遵守について 
 
      ○建設業法令遵守ガイドライン 
       （元請負人と下請負人の関係に係る留意点） 
      ○法令違反と監督処分について 
      ○建設業における社会保険未加入対策 
 



「建設業法令遵守ガイドライン」について 



法令遵守の必要性 

建設業の健全な発達 

請負契約の適正化 

発注者の保護 

建設業者の資質の向上 

建設業法の目的 
公共の福祉の増進 

請負契約者の保護 
適正で公正な取引 

建設業の育成・発展 
法令の遵守 



Ⅰ．ガイドラインの概要 

  「建設業法令遵守ガイドライン」は、元請負人と下請負人との請負契約の際に守らなくてはならない以下の項目ごと

に、「建設業法上違反となる行為事例」、「建設業法上違反となるおそれのある行為事例」等を具体的に明示しています。また、
法令の規定の趣旨、留意すべき事項、とるべき望ましい行為などについての解説を加えているほか、関係法令についても解説し
ています。 

  

  
   

 
１．見積条件の提示                ７．赤伝処理 
２．書面による契約締結              ８．工期 
 ２－１．当初契約                ９．支払保留 
 ２－２．追加工事等に伴う追加・変更契約    １０．長期手形 
 ２－３．工期変更に伴う変更契約        １１．帳簿の備付け・保存及び営業に関する図書の保存 
３．不当に低い発注金額             １２．関係法令 
４．指値発注                    １２－１．独占禁止法との関係 
５．不当な使用資材等の購入強制           １２－２．社会保険・労働保険（法定福利費） 
６．やり直し工事                  １２－３．労働災害防止対策について 

 「建設業法令遵守ガイドライン」は、元請負人と下請負人がそれぞれ対等な立場で建設工事の適正な取引を実現させ
ることを目的に作成されています。建設業者の皆様は、自社の法令遵守に関する会議や研修等においてご活用いただく
とともに、協力会社等に対する積極的な周知・啓発をお願いします。 

※本文は、国土交通省HP（ http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000188.html ）に掲載しています。 

            建設業法令遵守ガイドラインの概要 

 
 
  
   
   

   

 国土交通省では、主に国土交通大臣許可業者を対象に上記の建設業に係る法令違反の情報（通報）を受け付けています。

「駆け込みホットライン」℡．０５７０－０１８－２４０（ナビダイヤル、全国共通） 

Ⅲ．「駆け込みホットライン－建設業法違反通報窓口－」の運用 

Ⅱ．ガイドラインの活用 



 

○  国土交通省の建設業担当部局に寄せられる苦情・相談（平成２４年度：約３，６００件）のうち、その約７割が建設工事の請負代金等の支払に関する問
題です。 

○  請負代金の支払の問題は、基本的には契約上の債権債務に関することであるため、行政は介入できず、当事者間による解決が原則となります。 
 ⇒  弁護士・建設工事紛争審査会の活用、建設業取引適正化センターへの相談等による対応 

 建設工事の請負代金の支払に関する紛争の未然防止 

建設業担当部局に寄せられる苦情・相談 

 

○ 建設工事の請負契約の当事者は、契約の締結に際して法律で定める１４の項目（工事内容、請負代金額、工期、紛争の解決方法等）を書面に 
  記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。 
○ 建設工事の請負契約の当事者は、請負契約の内容で上記の項目に該当するものを変更するときは、その変更の内容を書面に記載し、署名又 
  は押印をして相互に交付しなければならない。 
 

建設業法第１９条の内容 

 

○  請負代金の支払に関する紛争は、その解決を図るため、それぞれの当事者に経済的・時間的・労力的な負担が生じ、その間の資金繰りが悪化して、再
下請負人に対する代金や技術者・技能労働者に対する賃金の支払遅延が生じた場合、取引先や雇用者からの信用低下につながるなど、その後の経営
上の重大な問題に発展する恐れがあります。 

○ 請負代金の支払に関する苦情・相談の大半は、書面契約を交わしていないこと等が原因となって発生しています。建設業者は、その場での口約束は、
経営上の重大なリスクと認識し、請負代金の支払に関する紛争の発生を未然に防止するために書面契約を交わすことが必要です。 

請負代金の支払に関する紛争＝経営上の重大なリスク 

 

○  建設業法では、後日の紛争防止及び請負契約の片務性の改善を目的として、建設工事の請負契約の当事者（元請負人・下請負人）に対して、事前に
書面による契約を義務づけています。 

○  特に、請負代金の支払に関する紛争は、後日、変更内容に関する当事者間の主張が食い違うことにより生ずる場合が多いため、契約内容を変更する
場合は、速やかに書面化により変更契約を締結する必要があります。速やかな変更契約書作成等が困難な場合は、当事者が合意した変更内容を書面
化し、相互に交付し合うことが必要です。これらの書面は、後日、紛争が生じた際、自らの債権債務を主張する重要な証拠となります。 

○  契約内容の書面化にあたっては、当該契約が事業主間の契約（請負契約）なのか、事業主と労働者間の契約（雇用契約）なのかを意識して作成する
ことも重要ですが、工事途中に作業が追加されるときには、特に、留意する必要があります。 

紛争の未然防止（契約内容の書面化の徹底） 



 

○ 適切な下請負人の選定・管理を徹底  
下請工事の発注にあたっては、適切な与信管理に基づく下請負人の選

定を行うとともに、工事の施工中も、出来高査定を厳格に実施しつつ、再
下請先に対する請負代金の支払いや作業員への賃金支払いが順調に
実施されているかについて、適切に把握・管理することが重要です。  
なお、再下請が適切に行われているかについてもきちんと管理を行い、

下請構造が無駄な重層化にならないよう留意することも必要です。 
  

○ 下請負人の資金繰りへの配慮  
経営基盤の脆弱な下請負人は、資金繰りが不安定になることが多いた

め、下請負人とのコミュニケーションを円滑にして、経営状況の把握に努め、
下請負人から資金繰りに関する相談があった場合等は、前金払、出来高
払の早期化、資金の貸付等の対応を行うなどの配慮をすることが必要です。  

 建設工事の請負代金の支払に関する紛争の未然防止 

紛争の未然防止のために元請負人として心がけること  

 

 発注者から直接建設工事を請け負った特定建設業者は、当該建設  
工事に参加している全ての下請負人が建設業法の規定（建設業法第  
１９条他）及び関係する労働基準法等の規定等に違反しないよう指導  
に努める必要がある（建設業法第２４条の６）。  
 また、当該建設工事に参加している下請負人が、賃金不払又は不  
法行為等起こした場合、必要に応じて適切な措置を講ずる勧告の規  
定（建設業法第４１条第２項及び第３項）があることも踏まえ、特定建  
設業者は、下請契約の関係者保護について特に配慮する必要がある。 
 
 
 特定建設業者は、元請負人として、法律上、特に重い役割を担って  
いることを認識し、請け負った工事に参加している下請負人の指導・  
管理を徹底する必要があります。   

特定建設業者としての対応  

 

○ 工事を請け負う際のポイント  
下請負人自身も、工事を請け負うに際しては、元請負人の経営情報

等をリサーチし、工事を受注することが重要です。  
請負代金の支払いに関して、紛争が発生するきっかけとしては、  

・ 知り合いの企業からの紹介で初めて工事を請け負った  
・ かなり以前に取引があったが、久しぶりに取引をした  
といったケースが多いため、新規若しくはそれに近い元請負人から工事
を請け負う場合は、特に慎重な判断が必要です。  

 
○ 工事受注後における適切な対応  

工事を受注した後も、  
・ 当初示されていた工事内容と現場の状況が異なっていた  
・ 工事の内容や工期が変更になった  
・ 工事が一時中止になった  

といったケースは、費用負担に関して当事者間で齟齬が生じ、紛争に
繋がりやすいため、変更の内容・条件等を明確に書面化し、精算の段階
で紛争が生じないように注意する必要があります。 

  
○ 契約の書面化に対する毅然とした対応  

下請負人は、元請負人に対し契約内容を書面化するよう毅然とした
対応をとることが重要です。なお、契約内容を書面化しないことは、下請
負人自身も建設業法第１９条違反になる恐れがあります。 

  
○ 「下請債権保全支援事業」の活用  

国土交通省では、下請負人等の経営・雇用安定、連鎖倒産の防止
を図るため、ファクタリング会社が当該下請負人等が保有する工事請負
代金等の債権の支払を保証する「下請債権保全支援事業」を実施して
います。  

下請負人は、こうした事業を積極的に活用するなど、自主的な債権
回収の手段を講じておく必要があります。  

紛争の未然防止のために下請負人として心がけること  



 Ⅰ-1 

・工事内容の他に、支払条件・施工条件、材料費・労災対策費等の負担区分などを具体的に明示。 
・口頭ではなく書面による提示が望ましい。 



 Ⅰ-2 

下請工事発注予定額に応じた 
必要見積期間 
 

①500万円未満  中１日 
②5000万円未満 中１０日 
③5000万円以上 中１５日以上 
 
※②③の場合で、やむを得ない場合   
 には短縮可能  



 Ⅱ-1 

契約内容の 
相互理解を 
十分に！ 

①着工前に ②必要事項を記載した ③書面による 有効な「契約」が必要 



 Ⅱ-2 

片務性の排除を！ 



 Ⅱ-3 

当初契約同様、 
変更契約内容の 

十分な相互理解を！ 
 



 Ⅲ 

直接工事費の外、間接工事費、一般管理費
（法定福利費含む）等、通常必要と認める原
価を見込んだ金額での協議を！ 

下請への 
しわよせを 
しない！ 



 Ⅳ 

指定する場合は、
見積依頼時等の 
契約締結前に！ 

不当な使用資材等の購入強制 



 Ⅴ 

原因と負担割合を
相互確認後に、 
やり直しを！ 



 Ⅵ 

妥当性、 
透明性の 
確保を！ 

事前協議・合意
の書面化を！ 



 Ⅶ 

業法に定める支
払期限の始期を
しっかり把握！ 



 Ⅷ 

１２０日以内の 
支払期日設定 



 Ⅸ 

保存期間 ５年 
 
※発注者から直接請け 
負った新築住宅建設に 
係るものは１０年 
 
※発注者から直接請け 
負った元請業者には、 
以下の図書について、 
１０年の保存を義務付け 
・完成図書 
・発注者との打合記録 
・施工体系図 

帳簿の備付け･保存及び営業に関する図書の保存 



特定建設業者の皆さんへ 
 

 特定建設業者が発注者から直接建設工事を請け負い、元請となった場合には、下請業者が建設業法、建築基準
法、労働基準法、労働安全衛生法などの法令に違反しないよう指導に努めなければならないとされています。（建設
業法第24条の6第1項）  （※直接下請業者だけでなく、工事に携わる全ての下請業者が対象になります。） 
 
  

◇ 元請の責務とは 
 
① 下請業者に法令遵守 

   指導の実施 
   
② 下請業者の法令違反 

   については是正指導の 

   実施 
   
③ 下請業者が是正しな 

   いときの許可行政庁へ 

   の通報 

法 律 名 内          容 

建 設 業 法 

 下請負人の保護に関する規定、技術者の配置に関する規定等本法のすべて 
の規定が対象とされているが、特に次の項目に注意すること。 
 （１）建設業の許可（３条） 
 （２）一括下請負の禁止（２２条） 
 （３）下請代金の支払（２４条の３・２４条の５） 
 （４）検査及び引渡し（２４条の４） 
 （５）主任技術者及び監理技術者の配置等（２６条、２６条の２） 

建 築 基 準 法 
 （１）違反建築の施工停止命令等（９条１項・１０項） 
 （２）危害防止の技術基準等（９０条） 

宅地造成等規制法 
 （１）設計者の資格等（９条） 
 （２）宅地造成工事の防災措置等（１４条２項・３項・４項） 

労 働 基 準 法 

 （１）強制労働等の禁止（５条） 
 （２）中間搾取の排除（６条） 
 （３）賃金の支払方法（２４条） 
 （４）労働者の最低年齢（５６条） 
 （５）年少者、女性の坑内労働の禁止（６３条、６４条の２） 
 （６）安全衛生措置命令（９６条の２第２項、９６条の３第１項） 

職 業 安 定 法 
 （１）労働者供給事業の禁止（４４条） 
 （２）暴行等による職業紹介の禁止（６３条１号、６５条８号） 

労働安全衛生法  （１）危険・健康障害の防止（９８条１項） 

労 働 者 派 遣 法  （１）建設労働者の派遣の禁止（４条１項） 

指導すべき法令の規定（建設業法施行令第7条の3） 



  

指導対象調査項目 
適正回答率（％） 

増減 
平成26年度 平成25年度 

1 見積依頼方法 「書面」による工事の具体的な内容 77.7 73.2 4.5 

2 金額決定方法 見積書に基づく元下請負人双方の十分な協議 97.0 96.8 0.2 

3 見積提示内容 契約に必要な金額以外の13項目 12.4 12.8 -0.4 

4 見積日数(500万円未満) 中１日以上 97.3 97.0 0.3 

5 見積日数(5000万円未満) 中１０日以上 56.1 52.9 3.2 

6 見積日数(5000万円以上) 中１５日以上 51.1 45.9 5.2 

7 契約方法 要件を満たした契約書・定款による契約 59.6 57.2 2.4 

8 契約条項 法定14項目 22.7 30.4 -7.7 

9 契約締結時期 下請工事の着工前までに締結 96.6 96.4 0.2 

10 追加・変更時の契約締結 80.9 77.6 3.3 

11 追加・変更時の見積依頼方法 「書面」（メール・FAX含む）による依頼 69.5 58.2 11.3 

12 追加・変更時の契約方法 一定の要件を満たした書面による契約 73.9 70.8 3.1 

13 追加・変更時の時期 追加・変更対象の工事に着手する前に契約 68.6 68.8 -0.2 

14 追加・変更の内容不確定時の対応 対象・時期等を記載した書面を事前に取交する等 11.4 10.0 1.4 

15 引渡申出からの支払期間 特定建設業者→50日以内 95.1 94.8 0.3 

16 注文者から受領してからの支払期間 1ヶ月以内 82.2 81.9 0.3 

17 支払手段 現金払（少なくとも労務費は） 89.8 89.3 0.5 

18 手形期間 89.1 88.7 0.4 

19 赤伝処理 事前に協議・合意し、見積書等に明示 69.2 66.9 2.3 

20 施工体制台帳の整備（公共工事） 97.7 97.3 0.4 

21 施工体制台帳の整備（民間工事） 83.4 83.9 -0.5 

22 添付書類（公共工事） 50.3 48.7 1.6 

23 添付書類（民間工事） 35.5 31.1 4.4 

24 施工体系図（公共工事） 96.9 96.3 0.6 

25 施工体系図（民間工事） 68.0 66.5 1.5 

26 帳簿備付 87.6 87.0 0.6 

27 帳簿保存期間 86.4 84.3 2.1 

平成２６年度下請取引等実態調査結果 

調査対象業者等：  
全国の建設業者から無作為に抽出した
14,049者より書面調査 

調査対象取引： 
 H23.7.1.～H26.6.30における取引 



契約書への記載条項 

（適正な方法で契約締結をしている建設業者が集計対象） 

※「平成２６年度下請取引等実態調査結果」より 



見積書（法定福利費）提示の働きかけ（元受→下請） 
※「平成２６年度下請取引等実態調査結果」より 



見積書（法定福利費）の活用状況（下請→元受） 
※「平成２６年度下請取引等実態調査結果」より 



下請負人への不当なしわ寄せ 
※「平成２６年度下請取引等実態調査結果」より 



下請負人への不当なしわ寄せ２ 
※「平成２６年度下請取引等実態調査結果」より 



法令違反と監督処分について 



建設業法違反に対する主な処分 

指  示 

営業停止 

許可取消 ・営業停止処分違反 

・技術者専任義務違反 
・許可事項等変更の未届出 
・契約書未作成 
・標識未掲示 
・帳簿等不備 

・一括下請負 
・主任技術者等の不設置 
・施工体制台帳等の不作成 
・無許可業者との下請負契約 
・経営事項審査等の虚偽申請 

 ・公衆危害 
  
○他の法令違反 
 ・工事関係者事故 
 ・社会保険未加入 

※実際の処分にあたっては、違反行為等の内容・程度、社会的影響、情状等を総合的に勘案 

行政指導（助言・勧告） 

・代表者等の刑法、独禁法、 
 建築基準法、労働基準法 
 等の違反 

「建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準」より一部を例示 



主な建設業法違反の事例 

営業所の専任技術者の不設置 

管理技術者等の専任違反 

・「専任」 ＝ 常時その営業所に勤務していることが必要。 
・基本的に他の営業者や監理技術者等との兼任はできない。 
 ※専任を要しない監理技術者等との兼任については、一部例外規定有り。 

・公共性等があり請負代金が一定額以上の工事については、「専任」が必要。 
・「専任」＝他工事の監理技術者等や営業所の専任技術者と兼任できない。 
・下請についても、下請契約の内容・額が該当する場合は「専任」が必要。 
・変更契約により契約額を増額をする場合は要注意。 

法７条２号 
※許可要件 

法２６条３項 



主な建設業法違反の事例 ２ 

一括下請負 

無許可業者との下請契約 

・元受、下請に関係無く禁止。 
・請負内容が一部分であっても、それが工事の主たる部分であれば違反 
・請け負った側も違反。 
・民間工事は例外規定があるが、公共工事は全面禁止 

・一定額以上の工事を請負する場合は、建設業許可が必要。 
・材料の提供があった場合は、その費用も合算した額で判断するため、要注意。 

法２２条 

法２８条１項６号 
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（設置） 

一括下請 
施工体制 
台帳 

経営事項 
審査 

無許可 
下請 許可要件 

欠落 
安衛法 
違反 独禁法 

違反 刑法違反 
他法令 
違反 その他 

指示処分 営業停止 許可取消 

「建設業者の不正行為等に関する情報交換コラボレーションシステム」より 

全国の処分状況 
※過去５年の処分件数 







社会保険の未加入対策について 



なぜ社会保険加入対策が必要か？ 

ダンピングの横行
利益率の低下 

適正な企業の減少 

若年者の入職減少 
技能伝承困難によ
る産業全体の衰退 

適正に法定福利費を負担する企業ほど
コスト高となる不公正な競争環境 

技能労働者の処遇悪化や賃金の低下に
よる就労環境の悪化 

このような状況に対し、建設業に関わる関係者が一体となって、社会保険加入を徹底する
ことで、企業間の健全な競争環境の構築と、持続的な発展に必要な人材の確保を図ること
が必要。 



社会保険の加入状況 
「公共事業労務費調査」より 



 
 
 

社会保険等未加入対策について 
 

                    ○ 技能労働者の処遇の向上、建設産業の持続的な発展に必要な人材の確保 
                    ○ 法定福利費を適正に負担する企業による公平で健全な競争環境の構築 

実施後５年（平成２９年度以降）を目途に、企業単位では許可業者の加入率１００％、労働者単位では製造業相当の加入状況を目指
す。 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

総
合
的
対
策
の
推
進 

目指す姿 

行政による 
チェック・指導 

＜H２６．８～＞ ○下請金額の総額が３千万円以上の工事における社会保険等未加入建設企業の通報・加入指導等の実施 
           ○元請企業及び下請代金の総額が３千万円以上の工事における一次下請企業を社会保険等加入企業に限定 
＜H２７．４～＞ ○下請金額の総額が３千万円未満の工事においても、社会保険等未加入建設企業の通報・加入指導等の実施 
＜H２７．８～＞ ○下請金額の総額が３千万円未満の工事においても、一次下請企業を社会保険等加入企業に限定する措置を試行 

＜Ｈ２４．１１～＞  ○許可時・経審時に加入状況を確認・指導 
○立入検査時には、加入状況に加え、元請企業の下請企業への指導状況を確認・指導 
○指導に従わず未加入の企業は、保険担当部局への通報や監督処分の対象に 

＜Ｈ２４．４～直轄工事の予定価格への反映＞ 
○ 現場管理費率式（土木、平成24年4月から）、複合単価・市場単価等（建築）の見直し（事業主負担分、平成

25年10月から）及び公共工事設計労務単価の改訂（本人負担分、平成25年4月から）により、必要な法定福
利費の額を予定価格に反映。 

＜Ｈ２５．９～法定福利費を内訳明示した見積書（標準見積書）の活用＞ 
○各専門工事業団体が作成した標準見積書の活用等により法定福利費を内訳明示した見積書の下請企業
から元請企業への提出を一斉に開始。 

＜Ｈ２６．１～民間発注者への働きかけ＞ 
○ 主要民間発注者に対し、必要以上の低価格による発注を避け、法定福利費等の必要な経費を見込んだ発
注を行うこと、法定福利費が着実に確保されるよう、見積・契約等の際に配慮すること等を要請。 

＜Ｈ２７．１～法定福利費の確保に向けた関係者の申し合わせ＞ 
○平成２７年１月１９日に建設業関係団体からなる第４回社会保険未加入対策推進協議会を開催し、元請企
業は、法定福利費を内訳明示した見積書の提出について、下請企業に対する見積条件に明示すること等に
ついて申し合わせ。 

＜Ｈ２７年度～元下間での法定福利費の確実な移転に向けた取組＞ 
○法定福利費を内訳明示する能力向上を図るため、建設業会計に関する研修（原価管理等）を実施。 
○別枠支給、事後精算等の方策について、法令改正や請負契約における措置等の幅広い観点から検討。 

＜Ｈ２７年度～民間発注者への働きかけ＞ 
○民間発注者に対し法定福利費を含む適正価格での発注を働きかけ（先進的取組の水平展開） 

＜Ｈ２７年秋以降～社会保険加入指導の前倒し＞ 
○現在、許可更新時に行っている保険の加入指導について、平成28年1月以降に更新期限を迎える許可業
者に対しては、前倒しで指導を実施。 

＜Ｈ２４．１１～＞ 
 

○協力会社・施工現場に対する周知啓発や加入状況の定
期把握、加入指導。 

○下請企業の選定時に、加入状況の確認・指導。遅くとも
平成２９年度以降は、未加入企業を下請企業に選定しな
い取扱いとすべき。 

○２次以下についても、確認・指導。 
○新規入場者の受け入れに際し、適切な保険に加入させ
るよう下請企業を指導。遅くとも平成２９年度以降は、加
入が確認出来ない作業員の現場入場を認めない取扱い
とすべき。 等 

＜Ｈ２７．４～＞ 
○法定福利費を内訳明示した見積書の提出について、元
請企業から下請企業に対する見積条件に明示することを
記載（下請企業が再下請に出す場合も同様）。 

○提出された見積書を尊重し、各々の対等な立場におけ
る合意に基づいて請負金額に適切に反映することが必
要であり、他の費用との減額調整を厳に慎むことを記
載。 

○平成２９年度以降を見据え、すべての下請企業を適切な
保険に加入したものに限定した工事や、工事の規模等に
鑑みて可能である場合にはすべての作業員を適切な保
険に加入したものに限定した工事を試行的に実施するこ
とが望ましいと記載。 

法定福利費の確保 下請企業への指導  （下請指導ガイドライン） 

直轄工事における対策 

＜Ｈ２４．７～＞ 
○経営事項審査における減点幅の拡大 

周
知 

これにより、                                         を実現 

地方への周知徹底（社会保険等未加入対策地方キャラバン） Ｑ＆Ａ，周知用リーフレットの作成 

○ 平成２７年５月～７月に全国10箇所（各地方整備局のブロック毎
に１箇所）で開催し、施策の周知及び意見交換を実施。 

○ 社会保険未加入対策に係るＱ＆Ａを作成し、ホームページで公表。 
○ 一人親方の労働者性・事業者性の判断基準に関するリーフレットを作成。 



社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン（１／２） 

（２）協力会社組織を通じた指導等 

（３）下請企業選定時の確認・指導等 （４）再下請負通知書を活用した確認・指導等 

本ガイドラインは、建設業における社会保険の加入について、元請企業及び下請企業がそれぞれ負うべき役割と責任を明確にするものであり、
建設企業の取組の指針となるべきもの。 

社会保険については、関係者を挙げて未加入問題への対策を進め、技能労働者の雇用環境の改善や不良不適格業者の排除に取り組むことが求めら
れており、元請企業においても下請企業に対する指導等の取組を講じる必要。指導対象は、元請企業と直接の契約関係にある者に限られず、元請企
業が請け負った建設工事に従事するすべての下請企業だが、元請企業がすべて直接指導せず、直接の契約関係にある下請企業に指示し、又は協力
させ、元請企業はこれを統括するという方法も可能。 

第１ 趣旨 

第２ 元請企業の役割と責任 

様々な機会をとらえて協力会社の社会保険に対する意識を高めることが重要であり、具体的には次の取組を実施。 
（ア）協力会社の社会保険加入状況の定期的な把握  （イ）協力会社組織を通じた社会保険の周知啓発や加入勧奨 
（ウ）未加入が発覚した協力会社への早期加入指導   （エ）再下請企業が同様の取組を行うよう協力会社を通じて指導 
平成２９年度以降を見据え、すべての下請企業を適切な保険に加入したものに限定した工事や、工事の規模等に鑑みて可能である場合にはすべて
の作業員を適切な保険に加入したものに限定した工事を試行的に実施することが望ましい。 
 

下請契約に先立って、選定の候補となる建設企業について社会保険の加入
状況を確認  し、適用除外でないにもかかわらず未加入である場合には、早
期に加入手続を進めるよう指導。 
遅くとも平成２９年度以降においては、社会保険の全部又は一部に適用除外
ではなく未加入である建設企業を下請企業に選定しないとの取扱いとすべ
き。 
 

再下請負通知書の「健康保険等の加入状況」欄により下請企業
が社会保険に加入していることを確認し、未加入の企業があれ
ば、（３）と同様に指導。 

（１）総論 

※1 確認にあたっては、必要に応じ、関係資料のコピーを提示させるなど、真正性
の確保に向けた措置を講ずるよう努める。 

（５）作業員名簿を活用した確認・指導等 
新規入場者の受け入れに際して、各作業員について作業員名簿の社会保険欄を確認 し、未加入等が発覚した場合には、作業員名簿を作成した下
請企業に対し、作業員を適切な保険に加入させるよう指導。 
遅くとも平成２９年度以降においては、適切な保険への加入が確認できない作業員について、特段の理由がない限り現場入場を認めないとの取扱いとすべ
き。 

※1､2 

※2 情報システムを利用して各作業員の保険加入状況を確認する場合にあって
は、必要な資料を電子データで添付する方法により提示させることも可能。 

※1 
 

（６）施工体制台帳の作成を要しない工事における取扱い 
建設工事の施工に係る下請企業の社会保険の加入状況及び各作業員の
保険加入状況について、元請企業は適宜の方法によって把握し、未加入
である場合には指導を行うべき。 



社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン（２／２） 

平成２４年 ７月 ４日 通知 
平成２４年１１月 １日 施行 
平成２７年 ４月 １日 一部改訂 

ア その雇用する労働者の社会保険加入手続を適切に行うこと 

イ 元請企業が行う指導に協力すること 

第３ 下請企業の役割と責任 

第４ 施行期日等 

従業員の社会保険加入義務を負っているのは、雇用主。そのため、特に下請企業自らが積極的にその責任を果たすことが必要不可
欠。 

建設労働者について、労働者である社員と請負関係にある者の二者を明確に区別した上で、労働者である社員についての保険加入手続を適切に行
う。施工体制台帳、再下請負通知書及び作業員名簿について、下請負人と建設労働者との関係を正しく認識した上で記載。 
労務関係経費の削減を意図して、雇用者を個人事業主として請負契約を結ぶことは、偽装請負として労働関係法令に抵触するおそれ。 

元請企業の指導が建設工事の施工に携わる全ての下請企業に行き渡るよう、元請企業による指導の足りないところを指摘、補完し、もしくはこれを分
担。 
再下請企業（自社を含む）の作業員の保険加入状況を確認、その真正性の確保に努める。当該状況について、元請企業に情報提供。 

今後、建設業における社会保険の加入状況や社会保険未加入対策の取組状況
及び成果、本ガイドラインに基づく取組状況等を踏まえて必要があると認めるとき
は、速やかにガイドラインの見直しなど所要の措置を講ずる。 

（７）建設工事の施工現場等における周知啓発 
関係者に対し周知啓発を図るため、次の取組を継続して実施。 
ア ポスター掲示、パンフレット等提供、講習会開催による周知啓発  イ 協力会社組織を通じた社会保険の周知啓発や加入勧奨 

（８）法定福利費の適正な確保 
元請負人及び下請負人は見積時から法定福利費を必要経費として適正に確保する必要。 
法定福利費を内訳明示した見積書の提出について、下請企業に対する見積条件に明示。提出された見積書を尊重。 
元請負人が、法定福利費相当額を一方的に削減したり、労務費そのものや他の費用で減額調整を行うなど、実質的に法定福利費相当額を賄うこと
ができない金額で建設工事の請負契約を締結し、その結果「通常必要と認められる原価」に満たない金額となる場合には、建設業法第１９条の３の不
当に低い請負代金の禁止に違反するおそれがあり、厳に慎む。 

ウ 必要な法定福利費の確保 
自ら負担しなければならない法定福利費を適正に見積り、法定福利費を内訳明示した見積書を注文者に提出。 

エ 再下請負人の法定福利費の適正な確保 
再下請負させた場合は、第２（８）と同様に再下請負人の法定福利費を適正に確保するよう努める。 



「社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン」の改訂について【概要】 

○ 建設業における社会保険の加入について、元請企業及び下請企業がそれぞれ負うべき役割と責任を明確にするため、平成
２４年１１月に「社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン」を施行。 

○ 本ガイドラインは、平成２４・２５年度にかけての取組を中心に記載したものであり、本取組状況等を踏まえて必要があると認
められるときは、見直し等の所要の措置を実施するとしていたところ。 

 
○ 法定福利費を内訳明示した見積書の活用が十分に進んでいないことから、活用を促進するための環境整備が必要。 
○ 目標年次まで２年余りに迫っていることから、平成２９年度以降の姿を見据えた具体的取組内容を明示するとともに、派生す

る課題への対応（加入状況の記載の真正性の確保、保険加入義務の潜脱を図った小規模事業主化の抑止）が必要。 

検討上の課題・方向性 

 
法定福利費を内訳明示した見積書提出の見積条件への明示 
○ 法定福利費を内訳明示した見積書の提出について、元請企業から下請企業に対する見積条件に明示することを記載（下請

企業が再下請に出す場合も同様）。 
○ 提出された見積書を尊重し、各々の対等な立場における合意に基づいて請負金額に適切に反映することが必要であり、他の

費用との減額調整を厳に慎むことを記載。 
 

適切な保険に加入した下請企業・労働者のみからなる工事の試行的実施（モデル現場） 
○ 平成２９年度以降を見据え、すべての下請企業を適切な保険に加入したものに限定した工事や、工事の規模等に鑑みて可能

である場合にはすべての作業員を適切な保険に加入したものに限定した工事を試行的に実施することが望ましいと記載。 
 

情報システムへの関係資料の添付による保険加入情報の記載の真正性の確保 
○ 保険加入状況に関する作業員名簿の記載の真正性の確保に向けた措置について、「望ましい」から「努める」に改めるととも

に、情報システムにおいて関係資料を電子データで添付する方法によることを許容。 
 

施工体制台帳・再下請通知書・作業員名簿の正確な記載による雇用と請負の明確化 
○ 施工体制台帳、再下請負通知書及び作業員名簿について、下請企業と建設労働者との関係を正しく認識した上で記載する

よう明記。 

改訂の主な内容 

○ 平成２７年１月１５日 パブリックコメント実施。 
○ 平成２７年４月 １日 改訂内容を適用。（平成２７年４月１日付け一部改訂） 



一人親方の社会保険 

契約形式が「請負」であっても実態が雇用労働者であれば、社会保険関係法令や労働 
関係法令が適用され、処分される場合もあり 

会社の保険料の負担を軽くするために、社員を一人親方として独立させる・・・ 

「請負」としての働き方に近い 「労働者」としての働き方に近い 

たとえば、仕事を依頼されている会社から・・・ 

・仕事が早く終わった後、予定外の仕事を頼ま

れたとしても断る自由がある 

・毎日の仕事量や進め方などは一任されてお

り、自分の裁量で判断できる 

・工事の出来高見合いで報酬が支払われる 

たとえば仕事を依頼されている会社から・・・ 

・仕事が早く終わった後、予定外の仕事を頼まれ

たとしても断る自由がない 

・毎日、細かな指示、具体的な指示を受けて働く 

・一日当たりの単価など働いた時間により報酬

が支払われる 

○事例やチェック表等を参考に、適切な契約と社会保険への加入を。 
「一人親方の社会保険加入に関するリーフレット」 http://www.mlit.go.jp/common/001090439.pdf 

※詳細については担当部局までお問い合わせ下さい。  ※雇用保険 →  労働基準監督署及びハローワーク 
                                     ※健康・年金保険 →  年金事務所 



標準見積書の一斉提出開始について 

 社会保険等への加入原資となる法定福利費を適切に確保するため、各専門工事業団体が作成した標準見積書
の活用等により法定福利費を内訳明示した見積書の下請企業から元請企業への提出を平成２５年９月末から一
斉に開始（第３回社会保険未加入対策推進協議会（H25.9.26）において申し合わせ）。 

元請企業 

公共発注者 
 

民間発注者 
 

イメージ 

下請企業 

技能労働者 

法定福利費 
確保の要請 

適正価格
での発注 

予定価格
への反映 

見積書の尊重 
法定福利費の支払 

標準見積書の活用 
法定福利費内訳明示 

必要な保険への加入 

１．問題意識 

○ 技能労働者の保険加入を進めるためには、法定福利費の確保が重要。 
○ これまでの取引慣行では、トン単価や平米単価による見積が一般的で、法
定福利費がどのようになっているのかが下請も元請も把握できていない。 

○ このため、見積に当たって従来の総額単価だけではなく、その中に含まれ
る法定福利費を内訳として明示することで、必要な法定福利費を確保する。 

２．関係者の取組 

【発注者】 
○ 直轄工事においては、土木工事の法定福利費現場管理費率式や建築工
事の複合単価・市場単価（事業主負担分）、公共工事設計労務単価（本人
負担分）において、労働者全員分の社会保険料を予定価格に反映。 

○ 国交省や総合工事業団体から、他省庁、地方公共団体、民間発注者等に
対し、法定福利費を含む適正価格での発注を要請。 

【元請企業】 
○ 専門工事業者に対し、法定福利費が内訳明示された見積書の提出を指
導するとともに、提出された場合は尊重し、適切な法定福利費を支払い。 

【下請企業】 
○ 標準見積書（専門工事業団体作成）の活用等により、法定福利費が内訳
明示された見積書を元請企業に提出。 

○ 技能労働者を必要な保険に加入させる。 
法定福利費の流れ 



平成27年2月から適用する公共工事設計労務単価について 



 

   

  

直轄工事における更なる社会保険等未加入対策 

①建設業担当部局への通報の対象範囲の拡大 

  
下請金額の総額が3,000万円以上の工事（※）に
おいて、施工体制台帳を通じて、社会保険等未
加入の事実を確認した場合、建設業担当部局
に通報 

  現行の対策   今後の対策 

下請金額の総額にかかわらず、本年4月1日以
降に契約を締結する全ての工事において、 施
工体制台帳を通じて、元請・下請を問わず社会
保険等未加入の事実を確認した場合、建設業
担当部局に通報 

【公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の改正】 
   平成27年４月１日以降に契約を締結する公共工事のうち、下請契約を締結する全ての工事において

元請業者による施工体制台帳の作成と発注者への提出が義務化（改正法第15条関係） 

 

   ・法施行を踏まえ、以下の２つの対策を実施 

②元請業者と社会保険等未加入業者との一次下請契約締結の禁止措置の対象範囲の拡大（試行） 

  
下請金額の総額が3,000万円以上の工事（※）に

おいて、元請業者の社会保険等未加入業者と
の一次下請契約の締結を禁止 

  現行の対策 

  

  今後の対策 

本年8月1日以降に入札公告を行う工事で、下
請金額の総額が3,000万円未満のもの（※）も、
左記の措置の拡大を試行 

※建築一式工事については、総額4,500万円 



許可・経審等 

加入指導（１回目） 

加入指導（２回目） 

建設業許可行政庁による社会保険加入指導の前倒し 

通 報 

許可更新申請時 
平成28年７月～29年３月 

通 報 

未加入 

通 報 

平成２９年３月末 

現状 
平成27年12月以前 
更新期限到来業者 

② 平成28年７月～29年３月 
 

更新期限到来業者 

③ 平成29年４月以降 
 

更新期限到来業者 

社会保険等部局 

全
て
の
社
会
保
険
等
未
加
入
許
可
業
者 

に
つ
い
て
社
会
保
険
等
部
局
に
通
報
完
了 

未加入 

４ヶ月 

２ヶ月 

平成２９年度 

６ヶ月 
以上 

◎ 許可等の申請時点で、社会保険等に未加入の場合は加入指導を行い、加入しない場合は社会保険等部局へ通報する現状の体制 
 を見直し、平成２８年１月以降に更新期限を迎える許可業者に対して、事前加入指導通知を発出。 
 ① 平成２８年１月～６月に更新期限が到来する許可業者は、平成２８年６月末までに加入していない場合、社会保険等部局に通報。 
 ② 平成２８年７月～平成２９年３月に更新期限が到来する許可業者は、更新申請時に加入していない場合、社会保険等部局に通報。 
 ③ 平成２９年４月以降に更新期限が到来する許可業者は、平成２８年度内に加入していない場合、社会保険等部局に通報。 
 ※ 経営事項審査の申請時又は更新以外の新規等の許可申請時に加入していない場合及び発注部局から未加入の通報があった許 
  可業者に関しては、上記に関わらず、平成２７年１１月以降に受理するものについて、社会保険等部局に通報。 

６
ヶ
月
以
上 

平成２８年６月末 

① 平成28年１～６月 
 

更新期限到来業者 

通 報 

未加入 

許可更新申請 

加入指導 

未加入 

事前加入指導通知（平成２７年秋頃） ※個人企業を除く 

６ヶ月 
以上 

未加入 

平成27年５月  建設業適正取引推進指導室 ※「第10回建設産業活性化会議」資料より 



最 近 の 話 題 
○建設業関係の主な改正 
○担い手３法（歩切りの根絶等） 



平成27年度改正（建設業関係）の主な内容 

経営事項審査の項目追加 
・若手技術者の育成に対する加点 
・評価対象となる建設機械の追加 

入札時の内訳書の提出 

・全ての工事で提出を義務化 

施工体制台帳の提出対象の拡大 
・全ての工事で提出が必要 

建設業許可（更新）申請時の添付書類等の変更 

・資料提出の対象となる役員等の拡大 
・営業所専任技術者の一覧表の追加 
・役員の経歴等の記載の簡素化 
・財務諸表に記載を要する資産基準の緩和 

一般建設業の主任技術者の要件緩和 

・対象となる技能検定（型枠施工・建築板金）の追加 

施工体制台帳の記載事項の追加 

・外国人就労者等の従事の有無を追加 

暴力団の排除徹底 

・欠格の対象となる役員の拡大 
・欠格のとなる履歴期間の追加 

許可申請書等の閲覧制度見直し 

・個人情報を閲覧対象から除外 
・大臣許可の閲覧場所を限定 

公共事業のみ 

許可業種の新設 

・「とび・土工工事業」から解体作業を分離し、 
 「解体工事業」として新設。 

※２８年度開始をメド 



品確法と建設業法・入契法等の一体的改正について 

品確法（公共工事の品質確保の促進に関する法律）の改正 

■建設工事の担い手の育成・確保 
・建設業者、建設業者団体、国土交通大臣による担い手の育成・確保の責務 

■基本理念の追加：将来にわたる公共工事の品質確保とその中長期的な担い手の確保、ダンピング防止 等 
 
 
■発注者の責務（基本理念に配慮して発注関係事務を実施）を明確化 
 （例）予定価格の適正な設定、低入札価格調査基準等の適切な設定、計画的な発注、円滑な設計変更   
 

■事業の特性等に応じて選択できる多様な入札契約方式の導入・活用を位置づけ、それにより行き過ぎた価格競争を是正 
 

入契法（公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律）の改正 

■ダンピング対策の強化 
・ダンピング防止を入札契約の適正化の柱として追加 
・入札の際の入札金額の内訳の提出、発注者による確認 

建設業法の改正 

■適正な施工体制確保の徹底 
・業種区分を見直し、解体工事業を新設 
・建設業の許可等について暴力団排除条項を整備 

インフラ等の品質確保とその担い手確保を実現するため、公共工事の基本となる「品確法」を中心に、 
密接に関連する「入契法」、「建設業法」も一体として改正。 

＜目的＞ 公共工事の品質確保の促進 
    →そのための基本理念や発注者・受注者の責務を明確化し、品質確保の促進策を規定 

■契約の適正な履行（＝公共工事の適正な施工）を確保 
・施工体制台帳の作成・提出義務を拡大 
 

品確法の基本理念を実現するため必要となる基本的・具体的措置を規定 
＜建設業法等の一部を改正する法律＞ 

＜目的＞ 公共工事の入札契約の適正化 
   →公共工事の発注者・受注者が、入札契約適正化のために 
    講ずべき基本的・具体的な措置を規定 

＜目的＞ 建設工事の適正な施工確保と建設業の健全な発達 
   →建設業の許可や欠格要件、建設業者としての責務等を規定 
 

基本理念を実現するため 





平成27年１月１日現在 
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○四国地方整備局ＨＰにおける関連ページの紹介 
① 当局ＨＰ  http://www.skr.mlit.go.jp/              

② 建政部のタグをクリック 

○建設業法違反通報窓口 
  

駆け込みホットライン 
  

TEL. 0570－018－240 
   

  受付時間 10:00～12:00 13:30～17:00 
                  （土日・祝祭日・閉庁日を除く） 
 

  E-mail : kakekomi-hl@mlit.go.jp  

 

建設業に係る法令違反行為の情報（通報）を 
受け付けています。 
         ※紛争を解決するものではありません。         

○適正な契約による適切な賃金水準確保に向けて 
  

建設業フォローアップ相談ダイヤル 
  

TEL. 0570－004976 
  

  受付時間 10:00～12:00 13:30～17:00 
                  （土日・祝祭日・閉庁日を除く） 
  

   E-mail : hqt-kensetsugyo110@ml.mlit.go.jp 
  

  公共工事設計労務単価改訂後の請負契約に係る 
  情報や、品確法の運用指針など、様々な相談を 
  受け付けています。 
  
 ※紛争を解決するものではありません。 

 
③ 産業行政をクリック → 産業行政ＴＯＰ 
 建設業 をクリック →  
 「法令遵守と監督処分」外、詳細情報のページへ 


